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セーフティネット格差と
労使⾃治の可能性

• 個⼈の脆弱性→集団となることで⾃律的な交渉⼒を確保
• 誰でも集団に？

⽇本型雇⽤慣⾏における標準モデル・性別役割分業
正規／⾮正規，⾮労働者（フリーランス）の格差

• ⾃助できる⼈間しか共助ができない仕組み
→⾃治や連帯へのつながりを編む余裕
→ひらかれてつながる…持続可能なセーフティネッティングへ
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↑社会保障の拡充

←私的⽣活時間
↓確保の法整備
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